
「短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）」重要事項説明書 

          
当事業所はご契約者に対して短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスを提供いたします。

事業所の概要や提供されるサービス内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明いたします。 
 

１．事業者概要 
（１） 法人名       医療法人 清真会 
（２） 法人所在地     茨城県水戸市酒門町仲田４８８７ 
（３） 電話番号      ０２９（２２６）６５５５ 
（４） 代表者氏名     理事長 丹野 大 
（５） 設立年月日     昭和５４年 10 月１日 

 
２．事業所の概要 

（１） 事業所の種類    短期入所療養介護  平成１２年３月３１日指定            
介保第７３－０１３２号 

（２） 事業所の目的    当事業所は、介護保険法令に従い、看護、医学管理の下における介護およ                                                                                                                             
び機能訓練その他の必要な医療ならびに日常生活上の世話を行い、利用者の

療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的精神的負担の軽減を図る

ことを目的とします。 
（３） 事業所の名称    介護老人保健施設 レイクヒルひぬま 
（４） 事業所の所在地   茨城県東茨城郡茨城町下石崎２３２４ 
（５） 電話番号      ０２９－２４０－８１２０ 
（６） 事業所長（管理者）氏名  網野 雅之 
（７）当事業所の運営方針 当施設では、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づい

て、医学管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされ

る医療ならびに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目

指すとともに、利用者の家族の身体的精神的負担の軽減を図り、利用者が 
１日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努めます。 

（８）開設年月日     平成１１年１０月１日 
 
３．事業実施地域、営業時間および利用定員 

（１）通常事業の実施地域  茨城町、水戸市、ひたちなか市、大洗町 
（２）営業日および営業時間 年中無休 
              受付時間  月曜～土曜の８時３０分から１７時３０分 
（３）利用定員       介護老人保健施設定員１００床の空床を利用します。 

 
４．職員体制  当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必要職については法令の定めるところ

による。 
（１） 管理者         １人（老健本体と兼務） 
（２） 医師           １人（老健本体と兼務） 
（３） 看護職員        ８．３人以上 
（４） 介護職員        ２４．５人以上 
（５） 支援相談員       １人以上 



（６） 介護支援専門員     １人以上 
（７） 理学療法士・作業療法士 

言語聴覚士       ２人以上（常勤）  
（８） 管理栄養士       １人 
（９） 事務員         ４人（老健本体と兼務） 
（10）その他           ２人（老健本体と兼務） 

 
５．当事業所が提供するサービスと利用料金 
〈サービス内容〉 
① 食事 

・ 当事業所は、管理栄養士の立てる献立表により、栄養ならびに利用者の心身の状況および思慮を考慮

した食事を提供いたします。 
・ 利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事を取っていただくことを原則としています。 
    朝食   ７時３０分～   昼食  １２時～  夕食  １７時３０分～ 

② 入浴 
・ 一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応いたします。 
・ 入所利用者は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる

場合があります。 
③ 排泄 

・ 排泄の自立を促すため、利用者の身体機能を最大限活用した援助を行います。 
④ 機能訓練 

・ 機能訓練指導員により、利用者の心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又は  

その減退を防止するための訓練を実施いたします。 
⑤ 送迎サービス 

・ 利用者の希望により、原則としてご自宅と事業所間の送迎をいたします。 
⑥ 理美容サービス 

・ 原則として月２回実施いたします。 
⑦ 相談援助サービス 
⑧ その他 

※ これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金を頂くものもありますので、 

具体的に相談下さい。 
〈サービス利用料金〉 

（１） 基本料金（短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護） 
① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。  

以下は１日あたりの自己負担です。）※（  ）は、２割 ／ ３割負担金額となります。  

＜多床室＞                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  介 護 度 １ 割 ２ 割 ３ 割 
要支援１   ６１３ 円 １，２２６円 １，８３９円 

要支援２   ７７４ 円 １，５４８円 ２，３２２円 

要介護１   ８３０ 円 １，６６０円 ２，４９０円 

要介護２   ８８０ 円 １，７６０円 ２，６４０円 

要介護３   ９４４ 円 １，８８８円 ２，８３２円 

要介護４   ９９７ 円 １，９９４円 ２，９９１円 

要介護５ １，０５２ 円 ２，１０４円 ３，１５６円 



 
＜従来型個室＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ １日あたり  ２２ 円 （  ４４円 ／   ６６円 ） 
※認知症ケア加算          １日あたり  ７６ 円 （ １５２円 ／  ２２８円 ） 
※夜勤職員配置加算         １日あたり  ２４ 円 （   ４８円 ／    ７２円 ） 
※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）    施設サービス費の合計に対して３．９％乗じた金額 
※介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 施設サービス費の合計に対して２．１％乗じた金額 
※介護職員等ベースアップ等支援加算 施設サービス費の合計に対して０．８％乗じた金額 
※療養食加算            １回あたり    ８ 円 （   １６円 ／    ２４円 ） 
※送迎加算             片道あたり  １８４ 円 （  ３６８円 ／  ５５２円 ） 
※個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算      １日あたり  ２４０ 円（   ４８０円 ／   ７２０円 ） 
（20 分以上の個別ﾘﾊﾋﾞﾘ）      
※緊急時治療管理          １日あたり  ５１８ 円 (１,０３６円／１，５５４円 ） 

※緊急短期入所受入加算       １日あたり    ９０ 円 （   １８０円 ／  ２７０円 ） 
（初日から 14日限度） 
※若年性認知症利用者受入加算       １日あたり   １２０ 円 （  ２４０円 ／   ３６０円 ） 
※総合医学管理加算（７日限度）    １日あたり   ２７５ 円 （  ５５０円 ／   ８２５円 ） 

② 食 費   １日あたり  １，６００ 円     （朝４００円、昼６００円、夕６００円） 
③ 滞在費   １日あたり 従来型個室（税込） ２，２００円（但し認知症専門棟は除きます。） 

  多床室       ４００円 
   （２）その他の料金 

①理美容代（税込）   ２，７５０  円～ 
②日用品費   １日あたり  ２００ 円 
③教養娯楽費  １日あたり  ２００ 円 
④洗濯代（税込）        １ネット         ６６０  円 

    ・ジャンパー・ひざ掛け等   １枚          ４４０   円 

      ・肌着・靴下等         １枚          １１０  円 

      ・カーディガン・セーター   １枚           ３３０  円 

      ・ズボン・Yシャツ等        １            ２２０  円 

     ⑤電気製品持ち込み料（税込）１日あたり          ５５  円 

（３）支払い方法 
・毎月１０日迄に前月の利用料金の請求書を発行します。お支払いいただきますと領収書を発行 

致します。      
・お支払い方法は、窓口現金支払い（毎月２０日迄に）、現金書留（毎月２０日迄に）、預貯金 
口座振替（振替日毎月２７日）の３方法があります。入所契約時にお選び下さい。 

介 護 度 １ 割 ２ 割 ３ 割 

要支援１   ５７９ 円 １,１５８円 １,７３７円 

要支援２   ７２６ 円 １,４５２円 ２,１７８円 

要介護１   ７５３ 円 １,５０６円 ２,２５９円 

要介護２   ８０１ 円 １,６０２円 ２,４０３円 

要介護３   ８６４ 円 １,７２８円 ２,５９２円 

要介護４   ９１８ 円 １,８３６円 ２,７５４円 

要介護５   ９７１ 円 １,９４２円 ２,９１３円 



 
※ 利用料金は、別表にて表記してあります。 
＊ 月末締めの翌月１０日以降の会計となります。窓口現金支払いの方へは、請求書を 
お送り致しませんので、金額を前もって知りたい場合は事務所へお問い合わせ下さい。 

 
     お支払い受付時間 
      ８時３０分 ～ １７時３０分 （月曜日～土曜日） 
      日曜のみ受付けておりません（平日の祝祭日支払い可） 

 
６． 秘密保持および個人情報保護について（契約書第８条参照） 

当施設はサービスを提供するにあたり個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、知り

得た契約者又は家族に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏えい致しません。 

    但し、契約者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合には、事前に同意を得た

上で契約者、又はその家族等の個人情報を用いる事ができるとします。 
 
７． 虐待防止に関する事項（契約書第９条参照） 

    当施設は利用者の人権の擁護、虐待防止等のため必要な整備を行うとともに、従業者に対し研修等を実 

施する等の措置を講じるものとします。サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（利用者の家族 

等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを 

市町村へ通報するものとします。 

 

８． 業務継続計画の策定等（契約書第１０条参照） 

   当施設は感染症や非常災害等の発生時において利用者に対する介護保険施設サービスの提供を継続的 

に実施するための、及び非常勤体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し当該業務継続計画に 

従い必要な措置を講じるものとします。 

 

９． 事故防止及びその他緊急時の対応について（契約書第１１条参照） 

   当施設は事故発生の防止のための指針を定め介護・医療事故を防止するための体制を整備します。また、 

サービス提供時に事故又は急変等が発生した場合、利用者に対し必要な措置を行うものとします。施設

医師の判断により専門的な医学的対応が必要と判断された場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は、

他の専門的機関での診療を依頼するものとします。 

 
１０．苦情受付について（契約書１２条参照） 
   当事業所に対する苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。 

○ 苦情受付窓口（担当者） 
            支援相談員  平井 聖子 

               松島 美奈子 
横山 敦美 

                
○ 受付時間  毎週月曜日～土曜日 ８時３０分～１７時３０分 

 
１１．その他 
   利用者が事業所を適切に選ぶための情報を提供する仕組みとして「介護サービスの情報の公表」があり、

社団法人茨城県福祉サービス振興会のホームページ内で見ることができます。 
（アドレス ： http://park7.wakwak.com/~iba-sinkokai/publication/index.htm） 

http://park7.wakwak.com/%7Eiba-sinkokai/publication/index.htm


 
 

 
令和   年   月   日 

 
  短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスの提供に際し、本書面に基づき重要事項説明を

行いました。 
   介護老人保健施設 レイクヒルひぬま 
   短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 
                                                       

説明者             印 
 
  私は、本書面に基づいて事業所から重要事項説明を受け、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）

サービスの提供開始に同意しました。 
                                           
                             利用者             印 
                          

                          家 族             印 



 


